
       令和２年度 栃木県養護教育研究会 第４回委員会 

                         日時：令和３年２月 16日（火）13：00～ 

                         会場：富屋地区市民センター 

 

１ あいさつ               栃木県養護教育研究会 会長 田代 哲郎先生 

   日頃より児童生徒の健康・安全にご尽力いただきありがとうございます。コロナウイルスに

よって本会の事業も多くが中止になり 1 年が終了しようとしているところですが、来年度こそ

は会として何かできれば良いと考えております。これから年度末、年度初めと大きな行事が続

きますが、気を抜かずにコロナウイルス対策をしていただければと思います。 

 

２ あいさつ及び講話     栃木県教育委員会事務局 学校安全課指導主事 山口 由樹子先生 

 １．新型コロナウイルス感染症対応について（R3.2.5 現在） 

 （１）文科省『学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル 

        ～「学校の新しい生活様式」～（2020.12.3 Ver.5）』より 

    →これまでの 4 つの基本対策（感染源を絶つ、感染経路を絶つ、抵抗力を高める、３密を

避ける）に加えて以下の 4点が特記されている。 

①学校関係者の感染状況データやその分析の更新 

 ・学校関係者に感染者が発生した場合、保健所の指示に従って対応していく。臨時休業 

の考え方等も市町の設置者等と相談しながらすすめていく。 

②冬季の感染症対策 

・換気の重要性と、暖かい服装への配慮。 

 ・小→中→高と身体が大きくなるにつれ呼気も大きくなるので、学年が上がるにつれて

換気の回数に気をつけて対応する。 

 ・換気については学校薬剤師に相談する。 

③臨時休業の考え方 

 ・できる限り一斉休業ではなく、教育活動を継続できるような方針となっている。 

④「差別･偏見をなくそうプロジェクト」 

 ・様々な資料がダウンロードできるようになっているので活用していただきたい。 

 

 （２）緊急事態宣言を踏まえた感染症対策（R3.1.8付文科通知） 

    ①「衛生管理マニュアル」を踏まえた感染症対策の徹底～チェックリスト活用～ 

    ②学校教育活動の継続 

    ③健康観察の徹底 

    ④感染リスクの高い活動の回避 

     感染症対策を講じてもなお感染リスクの高い教育活動を一時的に中止する。 

    ⑤その他 

     緊急事態宣言の対象区域に属する地域においては、不要不急の外出は控える。教職員に

対しても周知徹底する。 

 

 

 

 

 

 

【参照】「新型コロナウイルス感染症 学校における対策マニュアル（第 6次改訂版）」 

     栃木県教育委員会 HPに掲載 

     各市町・各学校の実態に応じて活用 
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 （３）感染症システムへの入力について 

    ・サーベイランス機能として活用（毎日入力）する。 

    ・入手情報の取扱いに注意する。 

    ・出席停止、臨時休業等の入力方法を確認する。（特に期間の確認、追加情報の入力）     

※出席停止の休業期間は自動的に 4日間が設定されているので、確認して変更する。 

    ・年度初めに自施設情報の更新やパスワードの確認をする。学校医へパスワードの連絡。 

 （４）その他 

    ・変異ウイルスについて、今までの基本的な感染症対策で対応していく。 

    ・ワクチンについて、正しい情報を入手しながら対応していく。 

 

 ２．児童生徒の健康管理について 

 （１）健康診断関係について 

    ①令和３年度の児童生徒の定期健康診断実施時期について 

     現時点では６月 30日までに行う。（施行規則第５条）   ※変動の可能性もあり。 

    ②健康診断票関係の押印等について（R2.11.13 付２文科初第 1188 号 施行規則一部改正） 

    【令和３年度より】 

・就学時健康診断票と職員健康診断票の「押印」→担当医師等の氏名を記入へ変更 

（手段として、氏名入りの印の使用等も可） 

     ○児童生徒健康診断票については、同様の取り扱いとして差し支えないこと 

      →国の動きとして、学校健康診断情報の電子化が推進※されている 

 

      ※PHR（Personal Health Record） 

      生まれてから学校、職場など、生涯にわたる個人の健康等情報をマイナポータル等を用いて電子記録とし 

      て本人や家族が正確に把握する仕組み。乳幼児健診については、すでにマイナポータルでの閲覧が開始さ 

れており、学校健康診断についても仕組みを構築する必要があり、近い将来での運用を目指している。 

      

・就学時健康診断票様式一部変更→予防接種欄に B型ワクチンが追加 

    ③運動器検診関係について 

     ・H28に栃木県統一方式で運動器検診が開始され５年経過 

      「学校における運動器検診ガイド」を作成し、３月配付予定。 

     ・検診の流れ ・問診票 ・家庭通知（受診勧告）等の一部変更 

      →令和３年度は準備期間として、令和４年度からは参考に運用していただきたい。 

     ・運動器検診事後措置調査 

      「側わん」の項目に絞り、今年度は年度末の「学校保健実態調査」併せて実施予定。 

    ④その他 

     ・令和 4年度より、小学 1年の心臓検診の方法を変更（４誘導→12誘導）する予定。 

     ・心臓病・腎臓病管理カードの活用 

     ・視力低下者の増加 

 

 （２）アレルギー対応について 

   「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン（令和元年度改訂）」に基づいた取組

について 

   ・令和３年度から「新：学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」の運用（各市町確認） 

    →学校の生活において特別な配慮や管理が必要となった場合に医師が作成するもの 

    ※県立学校：ガイドライン掲載(日本学校保健会 HP掲載)の「学校生活管理指導表」を使用 
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４．その他 

  ・きめ細やかな健康観察の継続 

   新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更について（R2.2.15付文科通知） 

  ・保健室の備品について（R3.2.3付文科通知） 

   学校保健の中核となる保健室の備品について、熱中症対応や感染症対策について見直し、

備品の整備について役立てる。 

  ・次年度研修会関係 

   11／9（火）午前 栃木県養護教諭研修会 運動器検診研修会 

  ・令和１・２年度「生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進事業」（日学歯より委嘱） 

   日光市立清滝小学校 HP参照（R2.11月公開研究発表大会紀要） 

   令和３・４年度研究指定･･･真岡市 

  ・健康推進学校応募について 

   「健康推進活動の実際」別紙様式２－２  上限 10枚→上限６枚に変更した。 

   今年度の取組を振り返り記録に残すよい機会。 

 

３ 各係からの連絡 

☆常 任 委 員 会  ・令和２年度各地区の活動報告及び反省について 

            ・令和３年度事業計画   

            ・「かがやき」の発行について 

☆編 集 委 員 会  ・｢しろたえ 47号｣最終校正   

             ・しろたえの配布先と部数の確認 

☆調 査 研 究 委 員 会  ・来年度の研究について 

☆会   計（一般）   ・令和３年度 地区別会員数の報告、会費等の納入について 

〃  （慶弔）   ・領収書について 

☆書        記  ・令和３年度 地区委員の報告について 

・令和３年度会員名簿作成依頼 

 ☆事   務   局  ●令和３年度栃木県養護教育研究会事業計画（案） 

             ・春季研修会     ６月 29日（火） 栃木県総合文化センター 

             ・レベルアップ研修会 ８月 19日（木） 作新学院大学 

             ・秋季研修会    11月９日（火）午後 栃木県総合文化センター 

                

              ●関連行事 

             ・全養連研修会    ８月 WEB開催 

                       （配信期間：配信の準備が整った後、1ヶ月間） 

             ・関東甲信越静学校保健大会  ８月５日（木）水戸（WEB 開催予定） 

             ・全国学校保健・安全研究大会 10月 28日（木）29日（金）岡山 

              ●全養連だより⇒全養連も HPにアップ 

              

４ 次回委員会  

   日 時  令和３年５月 25日（火） 13：00～ 

   会 場  富屋地区市民センター 

 

５ その他 

  ・全養連の役員に栃木県より栃木県立那須拓陽高等学校の安藤季美先生を推薦 
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